
試行排出量取引スキーム　第三者検証機関登録申請書
申請日：平成　　年　　月　　日　　　

	検証機関
（※）
	名称
	

	
	住所
	

	
	電話番号
	

	
	FAX番号
	

	
	URL
	

	検証機関代表者
(検証報告書への署名者)
	役職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：　            　　　　　　　　　　　　　　代表者印

	品質管理責任者
	役職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：

	連　絡　責　任　者
	氏名：　

電話番号： 
E-MAIL： 


（※）法人の全部事項証明書を添付してください。

試行排出量取引スキームにおける検証業務への参加応募に伴い、次の事項を宣言します。
1. 当機関は、試行排出量取引スキームに係る「実施要領」、「自主行動計画非参加企業向け 排出量のモニタリング・算定・報告ガイドライン」（目標設定参加者が自主行動計画参加企業の場合は、各自主行動計画上のモニタリング・算定・報告に関するルール）及び｢第三者検証機関による排出量検証のためのガイドライン｣ならびに試行排出量取引スキーム運営事務局が適宜定める事項に従い、検証業務を履行します。
2. 当機関は、試行排出量取引スキームに係る「検証機関が行う検証業務の運営体制整備に関する事項」に適合した検証業務体制の構築および運用に向けて、真摯に取組みます。
3. 当機関は、検証業務の実施、検証技術の向上並びに制度の発展に関する情報提供や検討、取り纏めに対して、協力します。

4. 当機関は、検証業務の実施にあたり、常に公平な態度を保持し、自由に結論を表明する立場を堅持します。

5. 当機関には、不正や詐欺その他検証機関としての役割を果たすのにふさわしくないその他の行為に対する係争中の訴訟がありません。
6. 当機関は、財務資金的に安定しています。
署名　　　   　　　　　　　　.
（1） 当機関の温室効果ガス排出量関連業務に関する実施状況
温室効果ガス排出量関連業務に関する実施状況は以下の通りです。
	制度名称
	有無
	実施件数

	CDM/JI の有効化審査、検証/認証審査
	
	

	国内クレジット制度
	
	

	環境省自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）
	
	

	その他の実績（※）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
	


※CSR/環境報告書第三者審査、省エネ法の「登録調査機関」としての確認調査等
当機関の最大受託件数の希望は、

□　上限なし

□　（　　　　）件以下

当機関は、検証業務を他の検証機関へ外部委託する予定が、

□　ある

□　ない

（2） 当機関の概要と公平性への取組み
組織図

[image: image1]
なお、当機関の組織あるいは企業グループの特徴は、次のとおりです。
□　組織内あるいは企業グループ内に、計測機器の検査サービスを提供する部門を有している。

□　組織内あるいは企業グループ内に、コンサルティングサービスを提供する部門を有している。

□　組織内あるいは企業グループ内に、研修サービスを提供する部門を有している。
機関内外からの公平性を脅かすようなリスクに対する仕組みと対応策

[image: image2]
組織として公平性を保持するための規程名（当該規程を添付してください）：

[image: image3]
要員として公平性を保持するための規程名（当該規程を添付してください）：

[image: image4]
（参考情報）
当機関の第三者審査業務の実績（（１）に記載した以外のもの）は、次の通りです。

[image: image5]
（3） 当機関における品質管理

検証業務の品質を確保するための仕組みの整備状況ならびに運用状況

[image: image6]
品質管理体制及び手順を定める規程類の名称（当該規程類を添付してください）：

[image: image7]
機密保持に関する規程類の名称（当該規程類を添付してください）：

[image: image8]
異議申立等に関する規程類の名称（当該規程類を添付してください）：

[image: image9]
（参考情報）

下記事項に関する当機関の現状は、次の通りです。

· 内部監査



□　実施している（直近の実績：　　　年　　月実施）

　　

□　実施していない

· マネジメントレビュー
□　実施している（直近の実績：　　　年　　月実施）

　　　　
□　実施していない

· 現在係争中の案件

□　ある








□　ない
（4） 当機関における検証チームの力量

検証チームに必要な力量を定める規程類の名称（当該規程類を添付してください）：


[image: image10]
検証チームに必要な力量の項目：


[image: image11]
検証人の認定手続を定める規程類の名称と、検証人を認定するための評価基準の名称：

	職位
	規程類の名称
	評価基準の名称

	品質管理者(レビューワー含む)
	
	

	チームリーダー
	
	

	検証人（メンバー）
	
	


検証人の力量を維持するための仕組み


[image: image12]
（参考情報）

当機関の検証業務に係る要員の人数は、次の通りです。

	職位
	人数

	品質管理者(レビューワー含む)
	

	チームリーダー
	

	検証人（メンバー）
	


（5） 当機関のマネジメントシステム
検証業務に係る規程類やマニュアル等の一覧
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以　上
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